
山 監 査 第 １ ０ ８ 号 

令和６年（ 2024 年）９月２６日 

 

 地方自治法第１９９条第４項及び山陽小野田市監査基準第２条第１項第１

号の規定に基づく定期監査を実施したので、地方自治法第１９９条第９項及び

山陽小野田市監査基準第１６条の規定により、その結果に関する報告書を次の

とおり公表する。 

 

 

山陽小野田市監査委員 江 本 勝 一  

 

 

山陽小野田市監査委員 笹 木 慶 之 

 

 

 

１ 報告内容 

  別紙のとおり 

２ 報告書提出先 

  山陽小野田市長、山陽小野田市議会及び山陽小野田市選挙管理委員会 

３ 報告書提出年月日 

  令和６年９月２６日 

  



定期監査の結果に関する報告書 
 
 

 地方自治法第１９９条第４項及び山陽小野田市監査基準第２条第１項第１

号の規定に基づく定期監査を実施したので、地方自治法第１９９条第９項及び

山陽小野田市監査基準第１３条第１項の規定により、監査の結果に関する報告

を下記のとおり決定した。 
 

記 

 

１ 監査の種別 

  定期監査 

２ 監査の対象 

  地域活性化室、市民窓口課、議会事務局及び選挙管理委員会事務局 

３ 監査の期間 

  令和６年８月１９日から令和６年９月１９日まで 

４ 監査の着眼点 

  定期監査に関する着眼点に基づき実施した。 

５ 監査の方法 

  今回の監査は、令和６年度に執行された事務事業を対象に実施した。監査

に当たっては、あらかじめ監査資料の提出を求め、関係書類を抽出し、調査

するとともに、必要に応じて関係職員から事情を聴取し実施した。 

６ 監査の結果 

  監査した結果、次に掲げるものを除き、事務処理は適正になされているも

のと認められた。また、事務処理上の注意事項は、その都度関係職員に指摘

している。 

  なお、監査結果に基づき又は監査結果を参考として措置を講じたときは、

地方自治法第１９９条第１４項の規定により、その旨を監査委員に通知さ

れたい。 

 

（１）契約関係について 

ア 文書収受が正しく行われていない。 

山陽小野田市文書取扱規程第３条において、「文書は全て正確、迅速か

つ丁寧に取り扱い、常に事務能率の向上に役立つよう処理しなければな

らない。」と規定されており、また第９条においては、主管課における文

書の取り扱いを具体的に規定している。規程に基づき適正に処理された

い。 



 

  イ 見積合わせに関する事務が適正に行われていない。 

    見積合わせに関する書類の確認がされていない。随意契約にあたって

は、令和４年１１月２１日山監第１５２６号に基づき、適正に対処され

たい。 

 

【地域活性化室】 


